
指定管理者候補者選定及び指定に係る経過 

１ 施設名  

  朝霞市きたはら児童館 
朝霞市はまさき児童館 
朝霞市みぞぬま児童館 
朝霞市ねぎしだい児童館 
朝霞市ひざおり児童館 
 

２ 申請の法人等  

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会 

 
３ 候補者選定及び指定に係る経緯 

   

№ 項   目 年  月  日 

① 申請要項の配布 平成２３年 ５月３０日 
② 質疑受付 ６月１７日 

③ 質疑回答  ６月２３日 

④ 申請書の提出 ６月２８日 
⑤ 選定委員会幹事会開催（書類審査） ７月 ４日 
⑥ 選定委員会幹事会開催（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） ７月 ４日 
⑦ 選定委員会幹事会開催（評価） ７月 ４日 
⑧ 選定委員会開催（候補者選定）  ７月１９日 

⑨ 候補者選定通知 ８月 ２日 

⑩ 指定議案上程  ８月２５日 

⑪ 指定議案議決  ９月２１日 

⑫ 指定の通知 ９月３０日 

⑬ 指定の告示 １０月 ７日 

   

４ 指定された指定管理者 

所在地 朝霞市大字浜崎５１番地１号 

団体名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会 
代表者 会長 金子 好隆 

 

５ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間 
   

 



６ 候補者選定の結果 

  朝霞市公の施設の指定管理者制度に関する基本指針に基づいて、随意指定により

上記団体を指定管理者候補者として選定し、市議会の議決を経て、指定管理者に

指定しました。 

 

７ 選定委員会幹事会構成員 

福祉部長、健康づくり部長、福祉部次長兼子育て支援課長、福祉課長、健康づく

り部次長兼健康づくり課長、健康づくり部参事兼保険年金課長、長寿はつらつ課

長 
   

８ 評価者 
福祉部次長兼子育て支援課長、福祉課長、健康づくり部次長兼健康づくり課長、

健康づくり部参事兼保険年金課長、長寿はつらつ課長 
   

９ 選定委員会構成員 
副市長、審議監、総務部長、福祉部長、都市建設部長、会計管理者、水道部長、 

議会事務局長、学校教育部長、生涯学習部長、監査委員事務局長（本件審議の際、 

市民環境部長、健康づくり部長は他業務等のため欠席） 

 
10 問い合わせ 

  福祉部子育て支援課保育係 
 電話 ０４８－４６３－２８３７（直通） 


